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問合せ
申込み
電　話
ファクス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申

＋ 仮設津島診療所のお医者さん

仮設津島診療所 0243（24）1431

������������������

��������������	����

������������������

���������

���������

�����������
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���������

�����������
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�
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＋ 浪江診療所 のお医者さん

浪江診療所 0240（23）6173

������������������

��������������	����

������������	
���

��������������������

�������������������
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有
効
期
限

令
和
４
年
９
月
30
日
ま
で
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　・　教育委員会事務局子育て支援係　　0240（34）0252

●応募資格（モデル）
小学校６年生以下で浪江町に住民登録のある人（平
成23年３月11日時点で浪江町に住民登録があった人
を含む）。なお、応募者の資格は問いません。
●応募サイズ
キャビネ判（２Ｌ判）またはデジタルデータ（５メガバイ
ト以下）。なお、写真館で撮影した写真、合成・加工
した写真（サイズ変更は可）は対象外です。また、写
真を印刷する際にサイズを変更する場合があります。
●応募方法
必要事項を記入の上、応募先に提出してください。
※応募作品は返却しません。
【必要事項】
作品の①タイトル②コメント、応募者の③現在住ん
でいる住所④氏名⑤モデルとの関係⑥電話番号、モ
デルの⑦浪江町の住所⑧氏名⑨生年月日⑩年齢、⑪
参加賞の希望（マグカップまたはキーホルダー）
※参加賞の希望の記載がなく確認できない場合は、
マグカップを用意します。

【応募先】
・・窓口、郵送…写真と必要事項を記入した用紙を添付
してください。
《窓口》子育て支援係、各出張所

《郵送先》〒979－1592
浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
（浪江町教育委員会事務局子育て支援係）

・メール…応募専用アドレス
（　 namie-photo@town.namie.lg.jp）に写真添
付の上、メール本文に必要事項を記入。

●応募期限　８月26日㈮  ※当日消印有効
●賞　　品
・うけどんグッズ（最優秀賞１人、優秀賞２人、
特別賞２人、すてきな笑顔で賞10人）
・応募写真を使用した、オリジナルマグカップま
たはキーホルダー（長方形（縦型））（参加賞）

●審査結果発表
《入賞作品》広報なみえ、町ホームページに掲載
《応募作品》道の駅なみえおよびふれあい元気パー
クに展示予定
※応募は一人につき１作品、モデル一人につき１回と
します。応募にあたり、モデルの肖像権の承諾を親
権者から得てください。また、町は入賞作品を無償
で使用する権利を有し、応募後の作品に関する著作
権は、町に帰属するものとします。なお、撮影者の
住所、氏名などを使用する場合以外に、応募者・撮
影者に関する個人情報は使用しません。

なかよく みんな えがおで
第12回 こどもの笑顔フォトコンテスト
今年も「こどもの笑顔フォトコンテスト」を開催します。たくさんの〝笑顔〟をお待ちしています。 第11回

　最優秀賞！
第11回

　最優秀賞！
第11回

　最優秀賞！

なかよく みんな えがおで
第12回 こどもの笑顔フォトコンテスト作品募集中作品募集中作品募集中 相

馬
野
馬
追
、
標
葉
郷
野
馬
追
祭

相
馬
野
馬
追
、
標
葉
郷
野
馬
追
祭

相馬野馬追相馬野馬追

標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭

※スケジュールは変更となる場合があります。
※相馬野馬追のスケジュールは相馬野馬追執行委員会事務局までお問合せください。

7月23日㈯・24日㈰・25日㈪

相
馬
氏
・
標
葉
氏
一
千
有
余
年
。

脈
々
と
継
承
さ
れ
る
祭
典
。

相
馬
氏
・
標
葉
氏
一
千
有
余
年
。

脈
々
と
継
承
さ
れ
る
祭
典
。
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な み え

第11回
最優秀賞！

作品募集中 相
馬
野
馬
追
、
標
葉
郷
野
馬
追
祭

相
馬
野
馬
追
、
標
葉
郷
野
馬
追
祭

相馬野馬追相馬野馬追相馬野馬追相馬野馬追相馬野馬追相馬野馬追

7月23日㈯・24日㈰・25日㈪7月23日㈯・24日㈰・25日㈪
8 : 15  出陣式（中央公園）
8 : 30  騎馬出陣行列
8 : 15  出陣式（中央公園）
8 : 30  騎馬出陣行列

16 : 00  浪江町凱旋行列
17 : 00  凱旋式典（中央公園）
17 : 25  標葉郷神旗争奪戦（中央公園）

16 : 00  浪江町凱旋行列
17 : 00  凱旋式典（中央公園）
17 : 25  標葉郷神旗争奪戦（中央公園）

777月月月月232323 ㈯日㈯日㈯ 2442424 ㈰日㈰日㈰ 252525 ㈪日㈪日㈪

標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭標葉郷野馬追祭

　　　相馬野馬追全般について

相馬野馬追執行委員会事務局（南相馬市観光交流課内）
0244（22）3064

標葉郷野馬追祭および
浪江町役場での前売券の販売について

産業振興課商工労働係
0240（34）0247

※中学生以下、障害者手帳をお持ちの人は無料
※前売券は、浪江町役場本庁舎３階産業振興課
窓口などで販売しています。

【前売券】800円／枚（当日券 1,000円／枚）
甲冑騎馬・神旗争奪戦（雲雀ヶ原祭場地内）には、入場券が必要です。

※スケジュールは変更となる場合があります。※スケジュールは変更となる場合があります。
※相馬野馬追のスケジュールは相馬野馬追執行委員会事務局までお問合せください。※相馬野馬追のスケジュールは相馬野馬追執行委員会事務局までお問合せください。
※スケジュールは変更となる場合があります。
※相馬野馬追のスケジュールは相馬野馬追執行委員会事務局までお問合せください。

7月
24日㈰

7月
23日㈯

7月23日㈯・24日㈰・25日㈪

相
馬
氏
・
標
葉
氏
一
千
有
余
年
。
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氏
・
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氏
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余
年
。

脈
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と
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さ
れ
る
祭
典
。
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さ
れ
る
祭
典
。
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年
。

相
馬
氏
・
標
葉
氏
一
千
有
余
年
。

脈
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継
承
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る
祭
典
。

脈
々
と
継
承
さ
れ
る
祭
典
。

相
馬
氏
・
標
葉
氏
一
千
有
余
年
。

脈
々
と
継
承
さ
れ
る
祭
典
。
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弘前大学浪江町復興支援室（健康保険課内） 080（2813）0824

放射線相談員だより放射線相談員だより

自分たちの飲んでいる水はどんな水？
　弘前大学が昨年７月に開催した「サロンなみっぷる」では、町民宅や学校などから採取した

水道水や井戸水の成分を分析した結果をお伝えしました。結果の中から、水道水の硬度と放射性セシウ
ム濃度の結果についてご紹介します。
①硬度（軟水と硬水を分ける指標  単位：mg/L）
マグネシウムイオンとカルシウムイオンから
計算し、浪江町の水道水は25.5～103でした。
皆さまのお宅の水道水は『軟水～中軟水』です。 
②放射性セシウム濃度
放射性セシウム濃度は、ND（不検出）でした。

サロンの様子は、YouTubeの
なみえチャンネルに公開されて
います。弘前大学では知りたい
ことを随時受け付けています。
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住民課除染環境係
0240（34）0228

犬を飼うときの
ルールとマナーは
大丈夫ですか？

犬を飼うときの
ルールとマナーは
大丈夫ですか？

犬を飼うときの
ルールとマナーは
大丈夫ですか？

犬の登録と
狂犬病予防注射

放射線相談員だより
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5月28日㈯
浪江駅近くに

「浜通り地域
デザインセン

ターなみえ」
が

オープンしま
した！

（双葉不動産
の向かい）

5月28日㈯
浪江駅近くに

「浜通り地域
デザインセン

ターなみえ」
が

オープンしま
した！

（双葉不動産
の向かい）

5月28日㈯
浪江駅近くに

「浜通り地域
デザインセン

ターなみえ」
が

オープンしま
した！

（双葉不動産
の向かい）

法務局からのお知らせ
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企画財政課情報統計係 0240（34）0241

家族やお友達など大切な人たちに会えない時は、相手の顔を見ながら会話ができる「ビ
デオ通話」を使ってみましょう！今回は、アプリ「LINE（ライン）」のビデオ通話の使い方
をお伝えします。

また、タブレットやスマートフォン、アプリ「なみえ新聞」の使い方などの相談も受け付けます。

スマートフォンやタブレットのお悩み相談会を開催！
～LINEの「ビデオ通話」使い方講座も行います～

予約不要

※マスク着用でお越しください。
※参加人数によっては、グループごとに分かれて相談会を行います。

時　間 会 場 住　　所相談会開催日
７月13日（水）

７月16日（土）

７月22日（金）

７月25日（月）

７月27日（水）

７月29日（金）

８月12日（金）

10時～12時

10時～12時

10時～15時

10時～12時

10時～12時

10時～12時

10時～12時

二本松出張所  中会議室

浜通り地域デザインセンターなみえ

コスモスふれあいセンター

いわき出張所・なみえ交流館

福島出張所・あつまっぺ交流館

浜通り地域デザインセンターなみえ

浜通り地域デザインセンターなみえ

二本松市槻木253－8

浪江町大字権現堂字上続町11－3

郡山市富田町字池ノ上40－1

いわき市平南白土一丁目5－12

福島市渡利字舟場2－1

浪江町大字権現堂字上続町11－3

浪江町大字権現堂字上続町11－3

企画財政課財政管財係
0240（34）0237 浪江にじいろこども園 0240（25）8619

寄  附
●ライブハウス
エモーション
代表　中島　亜希 様

寄  贈
●誘導車
㈲キャニオンワークス 様
㈱福島銀行 様

●ワイヤレスアンプ
双葉グリーン土木㈱ 様
㈱常陽銀行 様

なみえ新聞 通信

ご確認ください

①スマートフォンにアプリ「LINE（ライン）」が
入っていない人でも参加できます。アプリの登録
から案内します。
②タブレットで「LINE」を使う場合は、ご自身で
回線の契約をしている必要があります。
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□ 花火やバーベキューをするときは、□ 花火やバーベキューをするときは、消火用の水消火用の水を準備を準備
しましょしましょう。う。

□□ 強風の時強風の時は火気の使用を控えましょは火気の使用を控えましょう。う。
□ バーベキューで使用した炭は□ バーベキューで使用した炭はしっかり消火しっかり消火し処分しまし処分しま
しょう。しょう。

命を守る
ための
三つの心得

●

●

●
●

12月４日 土のう製造スタンド 100基

事故を防ぐ５つのポイント

消防署からのお知らせ

火事と救急は119番
浪江消防署 0240（34）4111
富岡消防署 0240（22）2119

消防署《連絡先》

水難事故を防ごう水難事故を防ごう

夏を楽しむために

《令和４年度全国統一防火標語》
「お出かけは マスク戸締まり 火の用心」

□遊泳禁止の場所や飲酒後の遊泳は
やめましょう。

□釣りや川遊びをするときはライフ
ジャケットを着用しましょう。

□深い場所や流れが激しい場所には
近づかないようにしましょう。

火災を防ごう火災を防ごう
□ 花火やバーベキューをするときは、消火用の水を準備
しましょう。

□ 強風の時は火気の使用を控えましょう。
□ バーベキューで使用した炭はしっかり消火し処分しま
しょう。
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